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2 6 il'f次第 6414号

平成  27年 4月9B

動物語霊薬品検査所長 殿

消費・安全局長

医長薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全憾の確保等に関する法律第 2

条第  5.f長から第 7項までの規定により燐林水産大阪が指定する高度管理医

強気機器、管理医療機器及び一般医療機器の…脅E改正絡について

このことについて、)jIJ添 1及び)jIJ添 2のとおり各都道府然知事宛て及び関係包体宛

てi滋知しましたので、お知らせします。



盟	 
26消安第6414得

平成� 27年� 4 f19B

都道府東知事殿

幾i然不産省消費・安全局長

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第� 2

条第5項から第7項までの規定により幾林水産大臣が指定する高度管現阪

療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部改正等について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第� 2条第5 

1照から第� 7暖までの規定により燥林水波大阪が指定する高度管理医療機器、をま思医療

機器及び一般医療機器の一部を改正する告示J(王子成27年4月9B農林水産省告示第S 

32号。以下「改正告示j という。) (別紙日及び「動物用医療機器及び動物知体外議参

院ijj'討医薬品の製造管理及び品質管機に燃する後令の一部を改正する省令J(平成幻年

幾林氷笈省令第39号。以下?改正省令iという� 0) (iJIJ紙� 2)がも平成27主f4R9 Bに

公布され、向日から施行されました。� 2これらの改正の滋旨、内容、経過措置等は下記

のとおりですので、御了知の上、笈を響下関係畿に周知していただくようお殿いします。

なお、本通知においてほ、� f医薬品、程在療機器護者手の品質、有効性及び安全性の機係� 

滋賀、l薬品、医療機器等のs:I!!rと、j法fそを)J努145年法律第35書撃に関する法律{昭和

従効投及び安全性の確保等に関ずる法律鋭� 2条第� 5項から第7項までの規定により燦

林水産大院が指定する高度管理医療機務、を野線医療機若普及び一般医療機器(平成凶作� 

12f124B農林水産省告示第22m号)J~ r. 倹示J~二、「動物用医療機器及び動物用体外

診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成7年農林水産省令第40号)J 

Zを「省令Jと、それぞれ略称します。

1 改正の趣旨


動物対医療機器については、磁作F誇又は機能のi
線察がさ主じた場合における動物の

生命及び健康に影響を与えるおそれの緩淡に応じ、高度管理医療機器、管竣医療機

滋又は一般医療機器のいずれかの区分にそ告示において指定され、区分‘に応じた規制1 
i:J~行われている。今般、この区分について滋夜のリスクに応じた的確なものとする

ため、邸作用又は機能の障害事が生じた場合における動物の生命及び健康に影響そ与

えるおそれの程度を精査したところ、現時点においてこの程度が変化していると判

断言された。これを踏まえ、区分の見直しな行うため、告示の改正を行うこととする。

また、当該区分の見直しにより、管現医療機器に指定される医療機器が変更され

記 



るととに伴い、省令第21条から第30条までの規定に基づく製造管理及び品質管理の

基準を適用する医療機器の範囲を変更する改正を行った。� 

2 	改正告示の内容

(1)告示の一部改正(改正告示本則関係)

管理医療機器とされでいたお品目を一般医療機器とし、一般医療機器とされて

いた� 1品目を管理医療機器としたとと。

また、管理医療機器及び一般医療機器10品目の一般的名称を変更したこと。詳

細は別添のとおり。� 

(2 )施行期日及び経過措置

①施行期日(附則第� 1条関係)


公布の日から施行すること。
 

② 	 製造販売の承認に関する経過措置(附則第2条関係)

改正告示の施行の際、現に一般医療機器(改正告示の施行により新たに管理

医療機器に該当する乙ととなったものに限る。以下「新管理医療機器」という。)

について製造販売の届出をしている者(外国において本邦に輸出される新管理

医療機器の製造等をしている者(以下「外国製造業者」という。)が選任した

当該新管理医療機器の製造販売業者を除く。以下「新管理医療機器製造販売業

者」という。)は、施行日から起算して� 6月を経過する日までの聞は、製造販

売の承認を受けないでも引き続き新管理医療機器の製造販売をすることができ

ること。なお、新管理医療機器製造販売業者が当該期間内に当該届出が行われ

ている新管理医療機器に係る製造販売の承認の申請をした場合は、当該期間内

に承認の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの問、当該期間を

経過したときは当該申請について承認又は承認の拒否の処分のあるまでの聞

は、新管理医療機器製造販売業者は引き続き製造販売をすることができること。

(附則第 2条第� 1項)

また、改正告示の施行の際、現に新管理医療機器について製造販売の届出を

している者(外国製造業者が選任した当該新管理医療機器の製造販売業者に限

る。)は、施行日から起算して� 6月を経過する日までの聞は、外国製造業者が

外国製造医療機器の製造販売の承認を受けないでも、法第23条の� 2の5第� 1項

の規定にかかわらず、製造販売することができること。なお、外国製造業者が、

当該期間内に製造販売の届出が行われている新管理医療機器について、外国製

造医療機器の製造販売の承認の申請をした場合は、当該期間内に承認の拒否の

処分があったときは当該処分のあった日までの問、当該期間を経過したときは

承認又は承認の拒否の処分があるまでの聞は、外国製造業者が選任した製造販

売業者は引き続き製造販売できること。(附則第2条第� 2項)� 

③ 	 製造販売の届出に関する経過措置(附則第3条関係)

改正告示の施行の際、現に管理医療機器(改正告示の施行により新たに 般



医療機総に該当するとととなったものに限る。〉について製造販売の承認を受

けている者は、当該品呂につき製造綴売の路上おそをしたものとみなすことα

員IJ第3条宗務� 1壌〉

また、主懇談話ま療機器について外菌製造医療機綴の製造販売の承認を受けてい

る外機製液禁義務が選任した当該医療機器の綴議奴発業者は、当該医療機器につ

き製造販売の勝出奇襲しないこと。(附剣第 3~長潟 2 項) 

④ 	 記載禁止警察機に関する経過措置(附則第4粂関係)

新管域医療機器については、施行日から起算して� 6月を経過する日までの問

は、法第 64~長において準用する法第 54条第 2 吟の規定(承認を受けていない効

果又は性能の記載の禁止)は適用しないこと。なお、新管理医療機器製造販売

業者が当該期間内に約刻第2条第� p援の承認のまド綴をした場合又は外留製造業

者がさき該期間内に約期第2条第� 2項の承認の基幹織をした場合において、さき該期

間内に泳認の絞の処分があったときは当該処分のあった日までの湾、当該期

務経過を綴過したときは承認又は承認の箔沓の処分があるまでの間は当該幾7訟

は逃よ討しないとと。� 

⑤ 	 箆援の主祭器発撃の記殺事項に関する経過措澄〈鮒期第� 5条関係)

施行日から起翼手して� 2主fを経過する日正主寸?の摘に、販売しも貸与し、授与し、

又は販売、袋悲ましくは授与の目的で貯蔵し、務しくは陳列する医療機器であ

って、改正傍ぷの施行により法第63条第� 1:磁第� 2与す(一般的名称)又は第� 8号

(高度管埋阪燦機総・管土曜医療機器・一般医療機器器の5J1J)に掲げる事項に変~

が生じるものに係るこれらの規定で定める事務の記載については、なお従誌の

例によることができること。

、@承認、前の医療機綴の広告の禁止に関する経滋滋緩(総気.IJ第� 6粂関係〉

議再管草~医療機器については、施行尽から起算して 5Jヲを緩過する日までの隠

は法第 68~長〈欲認主立の恋療機器の広告の禁止)の線交をは適用しないこと。なお、

新管澄援療機器器製造立読売業者が当該期間内に附員i13お2条第� 1項の承認の席議を

した場合3とは外留製i設業者が当該期間内に附則第2否決第� 2項の承認の串誇をし

た場合において、主張緩期間内に承認の拒奇の処分があったときは当該処分のあ

った日までの問、当該期間を経過したときは承認又は承認の拒否の処分がある

までの問は当該規定は適用しないこと。� 

⑦ 	 罰則に関する綴過措鐙(附則第� 7条関係)

改正告示の施行員立にした行為に対する罰則の遜問については、なお従前の例

によること。� 

3 改正省令の内総

{工〉省令の一部改蕊{君主Iとをき令本長日関係)

改正告示の施行により新たに一般室療機器とiされたものについては、省令第21

条から第30条までの規定に主義づく製造管理及び品質管耳裂の基準を適用する医療機



銭安定めた省、令別表から総除し、新たに管怒医療機器禁とされた?標識用器燃のう

ち、動物の身体内に儲讃tされるものであって、かっ、滅菌されたものJ~尚道援に

加えたこと。 

(2 )施行期日(附則第一条関係)

公あの日から施行すること。
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改正告示に伴う動物用霊癒機器の区分の見臨し

改:iE前 改定後

…般的名称 区分� 1 一員員約名称 13.分

綴最重用品

告書護者湖J:ックス意義繍i護裟霊堂� 
!撮影用/i1，

E 診草野鳥エックス線喜善逮遺産霊童

診断F韓関像処E患遺書鐙

紋産す豪華餓3懇話寒波F路災� 

放射線R意思撃務ま襲F軽/i1，� 

時金線災級除去塁審F霊堂織を議事言及び襲警rtlli事専

会意義喜義務室警告襲撃義� 

;診断F軽遜像処遼主義霊童

I放射線療響装会議海兵

i放射線波望書まさ議綴&

; 署内宮雪鐙用磁石及び鍔F均金援護喜建物罪主公著書

i金属異物f察知機

A 

赤外線治療著書

主義畿j皮話題像3金援普通産霊堂� 

心建計

多E露関モ…合� 

!赤外線治療器

i超音波薗像診麟霞� 

i心電計
一住吉Z 多項目モ二世I 一密 二位

パルスオキシメ…告

再使用背後な縁側童十� 

長世間使用f葉風用意十� 

!パルスオキシメ一世

i再使用可能な浮刺針

i単回使用採血用針

単回使用努車1I針� 

連続注射線胤� i主射針

l単回使用穿刺針

!連続注射器用注射針

単悶佼用そ子宮霊肉語能j夜;投入管� i単回使用子宮内薬液注入管

乳房内自童話産品主主人君臨� 1乳房内医薬品注入著書

ギブス包絡 !ギブス包帯

まH護主主臨時服著書災 :妊娠診断欄呉 

s 
ステンレス語謀議議会糸

波書官溌み繍銀総翁糸� 
笈翠!非級4立性童書合糸 ニ総

C 

EE著整機後二L町立と� 

者霊長量又i率鈴鹿総書警察� 

iヱηウス事事号豊 =ツ著書ト君臨びヱーョクス談後益事機 ii 笈渓� 

i主要豪華五重ユー� z ニまま

i童書盗F喜容冨� 

策室主� !孝章杏� F君主菜盗塁審暴
策E襲

二総

総量華街塁審SZ
:磁波ポンプ 

i輸涜房器異

笈き護

ご産量

綴幾重薬会糸

ぞの4最後4立検事叢命糸
管理� i吸J(貫性縫合糸� 後五車

O 絹繁華革命&� 

ブ2スチ、~起鎌倉糸

'E 

一般� i非吸収性縫合糸 一般

減醤済みブニzスモト~組織tt糸 

E 標識用器具� f ご盤!標識用器具� 笈滋

(下線部iま改:iE官官分)

Aω管理由主療機織から一般際療機縁!こ変更するもの

配管理医療機著書から…鍛際療機縁!こ変更するとともに、一般的名称を変更するもの� 

C:一般的名称を2つに細分し‘…フ守1を管ま還障室療機器から一般医療機器に変更するもの� 

D:一般的名称変変Eをするもの� 

E:一般医療機著書から管漆器産療報義務!こ変更するもの
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機
縁
〈
家
総

十
六
年
十
二
舟
二
十
閉
山
臨
臨
調
林
水
波
殺
俊
添
簿
一
一
千
二
滋

十
七
時
)
め
一
織
を
次
め
よ
う
に
改
援
す
る
.

別
殺
然
一
を
次
め
よ
う
に
改
め
る
敏

別
殺
嶋
剤
一

一
山
帥
酷
肘
腕
仙
波
ぴ
に
醐
榊
蹴
酔 

縛
鋭
総
決
ぴ 

ス
機
的
帆
か

ん
の
う
ち
‘
銅
線
繍
糊
欄
式
出
榊
制
酔
シ
ス
テ
ム

二
内
線
機
織
代 

胸
部
の
う
ち
、
次
に
欄
掲
げ
る
も
め

1

人
工
心
醐
欄
持 

2

人
ザ
ム
必
勝
綾
榔
閥

3

人
ザ
ム
向
精
機
軸
制
崩
闘

4

ベ 
ス
メ
ー
カ

叩
式
保
持
岨
聞
の
う
ち
、
約
鎖
鍛
潔
式
保
湾
総

別
表
第
二
第
一
時
中
「
ガ
ス
税
収
か
ん
〕
の
下
に
ヌ
開
明

後
第
二
部
一
時
に
国
げ
品
も
の
を
除
〈 

」
を
加
え
問
問

褒
刷
用
五
時 
及
び
筋
四
時
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
一
内
闘
機
能
代
用
線
{
別
務
第
…
棺
知
山
一
時
ー
か
ら 
4

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
〈
砂
}

関
係
背
附
柑
{
別
級
第
一
時
帰
山
口
暗
に
ぬ
げ
る
も
の
告
除

〈。〉

刷
別
淡
第
一
一
線
双
吟
巾 
3
者
刷
削
り
、 

2
を

3
と
し
、 

1
控 

2
と
し
、 

2
の
簡
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

ー
エ
ッ
ク
ス
線
開
問
悦
滋
餓
及
ぴ
ヱ
ッ
ヲ
ス
級
相
義
政

総

則
的
液
策
一
一
時
琳
況
時
中 
4
か
ら
4
ま
で
者
削
削
り
、 

7
を

4

と
し
、 

か
も
お
ま
で
を

5
か
ら
ほ
ま
で
と
し
、
間
内
毎
何
時

中
山
鯵
密
用
エ
ッ
ク
ス
線
紫
館
山
の
下
に
吋
{
別
後
世
情
叉
第

五
号
ー
か
ら
4
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
〈
“
こ
を
加
え
、

岡
玲
坊
を
詞
昨
日
と
し
、
肉
表
第
七
号
を
削
問
り
、
阿
川
裁
第

mv 八
円
時
中 
2
及
び 
3
を
削
り
、 

4
を
2
と
し
、 

5
及
び
告
を

制問り、 

7
を
3
と
し
、 

か
ら 

ま
で
を
4
か
ら 
7
ま
で

i S e

と
し
、
時
同
守
辺
中
「
理
学
診
療
用
器
具
」
の
下
に
「
(
別
表

第
三
第
七
号
ー
か
ち
4
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
〈
。
)
」

k i

を
調
え
、
日
刊
号
泣
を
同
号 
B
と
し
、
同
号
を
向
表
第
七
号

と
し
、
同
表
第
九
号
を
向
表
第
八
号
と
し
、
同
表
第
十
号

J
e B

4

脅
か
ち 
6
ま
で
を
樹
り
‘
同
号
7
中
「
内
臓
機
能
険
査
用

譜
異
」
の
下
に
「
{
別
表
第
一
一
一
第
十
五
号
ー
か
ら 
3
ま
で
に

U

鈍
げ
る
も
叩
を
除
く 

」
を
加
え
、
問
時 
7
を
同
号
4
と

し
、
開
号
を
岡
山
我
第
九
号
と
し
、
同
ゑ
第
十
一
時
を
同
決

J

第
十
時
と
し
も
同
表
明
舟
士
一
坤
中
吋
次
に
向
け
る
も
の
」

a

を
遺
品
閣
総
射
周
波
射
間
周
波
射
針
い
に
改
め
、
同
号

1
K

か
ら 
5
ま
で
脅
隠
れ
ツ
、
同
品
"
を
同
決
第
十
一
吟
と
し
、
開
門


淡
第
十
三
号
者
向
後
崎
間
十
一
一
号
と
し
、
阿
波
相
府
間
培
中 i


t

吋
般
車
問
周
回
品
管
内
い
の
下
に
「
の
う
五
、
品
開
臥
刷
機
脱
問
者


相
耐
え
、
問
時
間
常
苦
闘
淡
第
十
日
目
一
符
と
し
司
附
袋
耐
用 

時
2


か
い
次
の
よ
う
に
改
ゆ
る


立
験
機
ポ
ン
プ

制
四
淡
線
一
一
樹
畑
中 

紙
特

3
及
ぴ

4
告
側
り
、
関
紙
勺
を
開
門
淡


鯵
十
援
す
い
し
、
問
問
後
鍔
士
円
増
か
ら
第
十
八
吟
寵
で
者


一
時
ず
つ
総
同 
νよ
げ
問
問
滋
鱗
十
九
時
中
吋
次
に
畑
削
げ
る


も
の
い
を
説
明
絞
後
縫
合
糸
」
は
改
め
、
附
時
ー
か
ら
4


ま
で
者
織
り
、
問
問
得
者
制
裁
第
十
八
時
と
し
、
問
潔
帆
附
コ


ムー
 

ω
吋品市

 

を
制
刑
り
‘ 

2
を
ー
と
し
、 

3
を
2
と
し
、 

を
 

3
と
し
、
瑚
門
培
、 

間
内
務
第
十
九
号
と
し
、
問
吟
の
次
に
次


…
号
を
鍛
え
る
。

日。
 

γ
師
惜
神
耐
用
器
具

則
的
濃
第
三
中
第
六
十
一
一
号
告
祭
六
十
七
時
と
し
、
務
m
附

十
円
札
培
か
も
第
六
ト
一
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
織
り
下
げ
，

峨
用
組
ム
T
m
問
時
を
柑
肺
線
十
八
符
と

L
、
問
問
符
の
次
に
次
的
一 ，

?

3
め

次
に
次
の
よ
う
に
総
え
る
@

会
総
隠
前
山
間
用
緩
ん
臨
怒
叫
制

十
二
時
申
立
を
3
と
し
‘
ー
を
2
と
し
、

則
的
楽
祭
一
一
第
一
一
十
…
努
を
制
出
る
，

制
服
滋
努
一
日
一
中
崎
照
八
十
一
品
絡
を
聞
神
八
十
八
特
と
し
、
第
八

7

連
続
註
鍍
器
用
注
製
品
副

3

抑
制
一
湾
出
向
援
議
長
持
出
入
総

符
部
次
に
次
時
一
帯
告
知
崩
え
る

八
十
七
綬
綴
鯵
蝋
閉
期
間
緑
内
科

制
制
緩
織
と
品
市
崎
階
八
ナ
骨
密
滋
八
十
日
以
警
と
し
、
嶋
附

と
簿
か
品
輸
畑
山 
μ

十
九
附
吋
ま
明
、
密
交
掛
，
ず
つ
繰
り
下
げ
、
附
門

淡
端
畑
中

十
一
一
腕
暗
殺
浴
争
、
第
八
十
…
符
を
然
八
十
九
ハ
符
と
し
、
問

十
一
号
を
繁
七
ト
六
号
と
し
、
開
問
茨
第
七
十
時
中
吋
次
に

柄
拘
げ
る
も
授
を
妥
仲
裁
絞
品
開
縫
合
糸
」
に
改
め
、
悶
号

ー
か
ら
3
ま
マ
を
期
間
号
、
関
門
思
勺
を
問
問
宜
裁
第
七
十
蕊
持
と
じ
、

河
表
第
六
十
六 
可
か
も
第
六
十
九
号
ま
で
在
五
母
ず
つ
繰

哲
下
げ
‘
日
開
表
第
六
十
五
号
を
次
申
よ
う
に
改
め
る
，

六

十

五

パ 

プ
レ 
i
タ

i

開
山
表
第
三
中
第
六
十
五
号
を
第
七
十
号
と
し
、
第
六
十

沼
号
を
第
六
十
九
号
と
し
、
第
六
十
三
号
を
第
六
十
八
号

と
し
、
馬
表
第
六
十
二
号
中
「
再
使
用
可
能
な
子
言
内
護

法
設
入
管
」
を
「
次
に
用
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
信
号
に

次
再
よ
う
に
加
え
る
，

ー
一
再
出
世
間
用
可
抽
出
な
子
出
呂
町
内
薬
波
注
入
管

2

単
間
同
絞
扇
子
答
申
肉
祭
淡
注
入
管 

4

輸
液
照
明
描
包
内

時
を
い
抑
え
る
@


凶
十
九
捕
時
鳥
文
は
級
車
線
開
甜
典
的
う
ち
、
協
制
緩
削
用
線


必酬耐院内


削
刷
機
概
略
肺
気
中
嶋
附
閉
闘
士
ぷ
持
者
銭
関
側
十
七
潟
、
と
し
、
筋
一
日
…


十
七
時

a

か
ら
然
開
削
ト
ニ
符
説
明
、
寄
附
臨
時
ず
つ
繰
り
下
げ
、


悩
門
淡
鯵
五
十
六
吟
中
3
を
告
と 

、
2
を
3
と
し
、
  

f
aH

す
ん 

5

滋
溺
使
関
欄
持
制
問
訓
封


判
明
畑
出
第
一
ニ
第
一
…
…
十
六
符 

1
時
次
に
次 

よ
う
に
鍛
え


"。.

aL

雪
作 

m

2

将
抽
出
凶
州
司
拙
胞
な
邸
付
抑
制
れ
肝

刻
表
第
三
第
五
十
六
号
に
次 
り
よ
う
に
制
耐
え
る

mw

e 

t

w

2
の
豹

に
次
の
よ
う
に
鍛
え
る
.

ー
平
ヅ
ス
加
盟
世
帯

削
料
品
調
議
官
…
申
第
七
十
一
一
回
げ
を
燦
七
十
む
符
と
し
、
燦
七

y
ク
ス
続
管
の
う
ち
‘
次
に
掲
げ
る
も

の

i

中l
策
略
泌
総
柑
畑
町
闘
閥
十
混
同
符
u

以
下

吋
淡
い
と
い
う
J
第
二
十
三
換
の
一
一
の
一
品
機
一
酬
明
文
は

説
内
帥
問
機
能
検
後
約
総
終
的

、
次
に
掲
げ
る

も
の

別ム
E

制
刺
殺
簿
一 
ω

一
中
第
三
十
六
持
者
綴
飽
ト
時 

墾
会
一

吟
か
ら
第
三
十
蕊
時
ま
で
苦
闘
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
餓
十

一
一
時
を
第
十
闘
将
と
し
‘
問
符
の
次 

次
め
…
品
勺
告
削
揃
え

る勉
中 

2

A

V

l

心
滋
鮎
川 

m
m F

K

2

事
刑
制
凶
モ
ユ
タ

3

パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ

路
間
一
品
巾 
ι

第
ド
停
を
第
十
五
時
と
し
、
第
十
品
時
か
ら

第
九
婚
ま
で
を
三
号
ず
つ
織
り
下
げ
、
協 

制
号
の
次
に
次

の
一
…
…
時
を
加
え
る
匂

五
原
核
問
エ
ッ
ク
ス
線
技
館
及
び
医
療
湾
エ
ッ
ク
ス

脇
装
慣
用
工

1

撮
影
用
品 

2

主
要
梢
成
ユ
ニ
ッ
ト

3

診
断
用
エ
ッ
ク
ス
線
関
連
装
置

4

診
断
用
画
倣
処
理
装
置

六
放
射
線
障
害
防
護
用
器
具
の
う
ち
‘
次
に
掲
げ
る

も
の

1

放
射
線
陣
筈
防
護
用
具

2

紋
射
線
障
省
防
護
用
品

七
現
学
診
疲
用
器
具
の
-
円
玉
、
次
に
掲
げ
る
も
の

1

胃
内
留
置
周
磁
石
及
び
腎
内
金
嶋
崎
異
物
件
附
盗
殺

厳
禁
物
探
知
総

3

捧
外
線
治
療
間
帯 

4

超
音
波
悶
像
診
断
殺
附

附

剣

翁
刊
行
刷
用
日
〉

第
一
条
こ
の
傷
口
小
は
、
公
布
の
日
か
ら
織
部
り
す
る

斜
地
地
際
犯
の
滋
総
に
闘
す
る
開
閉
泌
総
総

総
問
一
蹴
端
こ
の
ル
官
級
の
絡
行
の
際
糊
怖
に
際
線
治
問
、
ゐ
総
務
機

機
嫌
の
ぬ
蝋
閥
、
有
効
俄
及
び
佼
骨
後
の
抽
慨
期
間
絡
に
糊
桝
ず

る
織
機
{
協
和
ぷ

燃
二
十
三
糸
の
二
の
ニ
十
三
第
…
演
に
柵
脱
獄
す
る
隊
機

地
閣
総
以
外
の
隊
療
機
刷
出
門
こ
の
告
訴
の
施
行
に
よ
り
総

た
に
仲
間
都
知
二
十
三
品
川
の
二
の
五
第
二
咽
に
織
内
止
す
る
隊

療
機
臨
時
に
該
当
す
る
己
と
と
な
っ
た
も
の
に
限
る
。
以

下
辺
制
皆
川
挫
医
療
機
織
い
と
い
う 

に
つ
い
て
捺
鰐
二

十
三
糸
町
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
街
を

て
い
る
音
{
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
新
品
百

四
国
医
療
機
器
の
製
造
等
〈
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定

lm

J A4J

M
h

V

a 

L
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製
造
業
者
」
と
い
う 

抽
出
第
二
十
三
換
の
二
の
十
七

ず
る
製
造
等
を
い
う
J
脅
し
て
い
る
者
〔
以
下
官
庁
綴

J
M
r

2

ζ

申
告
一
ぷ
の
路
行
の
隙
混
同
九
議
壌
に
閣
制
緩
す
る
医
療
一

機
器
帥
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
長
時
二
の
十
七
第
一
項
の
一

承
認
を
焚
け
て
い
る
外
国
製
滋
業
者
が
脳
内
粂
築
士
一
覆
由
一

縦
波
に
よ
8
遂
径
し
た
当
総
隠
療
機
綴 

袋
送
拡
拡
充
業
一

帯
は
、
当
談
窓
療
機
器
に
つ
語
、
総
箔
一
十
三
条 

一一…

の
十
二
第
二
世
申
緩
設
に
よ
る
箆
出
を
要
し
な
い
船
…

mw

mw

mw 器
製
滋
関
紙
交
幾
度
後
い
と
い
う
J
は
、
こ
め
後
一
群
時
的
措
行

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
怨
し
た
議
総
務
管
滋
陛
棟
機

器
の
慾
滋
阪
発
冊
減
者
を
除
く 

以
下
「
新
都
路
選
出
陣
療
機

の
日
《
以
下
吋
議
行

E
」
と
い
う
よ
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
終
過
す
る
呂
ま
で
の
問
問
円
務
管
理
法
域
機
器
隔
世
壊

滅
潮
見
幾
殺
が
当
該
鶏
潟
市
内
に
撫
絞
開
抽
出
が
行
わ
れ
て
い

M
L

る
拙
耕
輔
村
理
医
療
機
器
に
係
る
法
然
ニ
十
三
条
の
こ
の
一
応

鱗
…
議
申
承
認
の
附
綿
酬
を
L

aた
提
唱
舎
に
お
い
て
.
泌
総

棚
間
関
同
市
内
立
法
招
の
綴
務
的
処
分
が
あ
っ
と
と
告
は
印
刷
殺

h

M
L

処
分
時
事
っ
た
自
ま
で
の
問
、
当
該
欄
期
酬
閥
密
岬
韓
議
し
た

と
き
は
議
談
議
醐
舗
に
つ
い
て
京
認
又
は
添
削
帥 
mw
棋
院
苔
由

V
J V

処
分
が
あ
る
ま
で
の
務
)
法
、
法
第
点
十
一
-
一
議
由
三
母

笈
第
二
羽
の
鍛
認
を
受
け
な
い
で
も
‘
引
き
続
き
当
絞

J
A
m
m
w

HV

鮒
綱
渡
期
幡
隊
機
機
器
母
製
造
激
流
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
@

2

こ
母
告
示
即
施
行
の
際
機
に
叫
朝
智
理
径
療
機
穏
に
つ

い
て
法
第
二
十
三
段
時
二
の
十
一
一
第
一
環
母
線
設
に
よ

る
届
出
を
し
て
い
る
者
〈
外
国
製
造
業
者
が
法
然
二
十

三
条
の
二
時
十
七
醐
尚
之
績
の
規
定
に
よ
れ 

幅
増
復
し
た
当

銭
新
管
理
際
線
機
畿
の
婆
造
販
売
業
者
に
限
る 

は、

施
持
日
か
ら
泌
算
し
て
六
毘
宇
品
開
滋
ず
る
日
ま
マ
的
建

〈
外
間
関
綴
滋
幾
宥
が
当
該
刻
問
問
山
内 

総
帥
蹴
勝
出
が 

わ

れ
て
い
る
彩
管
理
医
疲
醐
寝
荷
に
係
る
時
間
第
二
十
三
条
の

一
一
時
十
む
第
一
項
昭
承
絡
の
申
絡
在
し
た
相
場
告
に
お
い

て
、
当
該
情
期
間
関
出
向
に
承
潤
跡
的
鮫
荷
の
処
分
が
あ
っ
た
と

曹
は
当
該
処
分
的
為
っ
た
時
ま
で
の
問
、
川
義
務
総
投

銭
過
し
た
と
き
は
謹
紋
様
縫
に
つ
い
て
法
制
師
又
は
激
怒

拒
否
叩
処
分
が
あ
る
ま
で
母
湾
)
は
、
外
関
製
造
業


者
が
品
開
策
コ
十
ぷ
栄
町
二
時
十
む
簿
二
礎
的
承
総
を
受


け
て
い
な
い
綴
台
で
あ
っ
て
も
、
法
務
コ
十
三
条
の
一
一


の
お
燦
円
務
部
幾
定
に
か
か
わ 
忠
ず
、
山 

談
議
管
理
医


減
抽
慨
臨
帥
抑
制
制
送
緩
売
を
す
る
こ
と
が
で
在
る
.


〈
製
論
調
紙
発
的
届
出
出 

醐
闘
す
る
綴
過
措
置
)

晴
樹
思
議
こ
の
告
示
の
簿
作
命
線
朝
刊
に
法
第
一
一
十
一
ニ

こ
の
五
第
一
項
同
九
州
隅
療
す
る
席
問
療
機
器
{
こ
の
傍
釈
の

強
行
犯
よ
相
新
た
に
問
機
又
は
法
第
二
十
一
一
一
殺
の
ニ
の

二
十
三
第
一
療
に
綴
定
す
る
涯
療
議
閉
帯
以
外
的
隊
割
償

器
に
設
聾
す
る
と
と
と
な
っ
た
も
の
陀
限
る
よ
む
つ
い

て
法
第
二
十
以
一
条
め
こ
の
五
第
一
叩
倒
的
飲
絡
を
受
凶
り
て

い
る
替
は
、
車
設
獲
高
問
機
器
に
つ
昔
、
法
第
二
十
三
条

昭
二
の
十
一
一
第
一
一
噴
出
り
環
濠
に
よ
る
庖
出
を
し
た
も
め

と
み
な
官
。

。
密
土
災
滋
議
後
山
本
第
五
百
二
十
一
一
線

総
織
の 
的
脚
供
一
位
協
保
母
促
進
等
に
関
す
る
法
標
号
似
て
成 

一
年
総
持
議
八
十
一

り
批
判
別
録
制
判
中
点
法
認
定
を
し
た
の
で
、
開
条
第
一
一
一
務
部
綴
絞
に
滋
づ
き
‘
次
の
と
お
む
念
品
小
雪
る
。

本

成

一

一

+

七

年

密

丹

九

割

問

酬

土

渓

漆

大

臣

n

i

mS
第
一
ぬ
十
八
条
第
一
壊
的
規
然
に
よ

特
別
評
価
方
法
制
路
復
脅
し
た
方
法
の
名
称
坊
は
、
次
的
義
的
と
お
り
と
す
る
。

。
関
東
地
方
毅
然
間
期
総
一
都
築
ニ
百
三
十
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総
稔
禁
止
事
項
に
附
附
ナ
る
緩
遇
措
置
)
一

線
感
染
新
管
困
刊
隊
機
拙
概
略
舶
に
つ
い
て
は
、
総
行
日
か
ら
一

議
雰
し
て
六
月
を
終
漁
す
る
自
ま
で
母
問
問
{
新
開
油
製
隆
一

索
機
お
銭
滋
際
総
務
骨
が
当
該
閣
関
市
門 

脚
略
的
第
二
条
一

第
一
壌
の
議
抑
制
時
市
滞
在
し
た
場
合
文
凶
除
外
欄
間
後
造
業
一

者
が
鵠
絞
制
問
糊
脳
血
門
戸
九
間
開
条
第
一
一
墳
の
ゆ
取
締
時
雨
明
惑
を
し
一

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
欄
期
間
山
門
に
検
問
的
拒
否 

州地一

分
が
あ
っ
た
と
き
は
議
談
処
分
的
あ
っ
た
日
ま
で
の
…

際
!
出
割
引
前
期
間
を
経
滋
し
た
と
を
は
こ
れ
ら
の
申
綴
民
…

つ
い
て
承
認
又
は
検
問
抽
出
綴
務
母
怒
分
が
あ
る
ま
で
の
一

銘
V

H

司
法
篤
六
十
側
糸
に
お
い
て
準
汚
す
る
仲
間
第
五
一

十
四
条
第
一
吟
暗
然
慾
は
、
適
用
し
な
い

h

M
h

mw

一

e

(
産
援
の
務
総
惨
め
銃
殺
事
項
に
閲
す
品
総
務
絡
蕊
)
一

第
五
条
版
行
院
か
も
抑
油
開
押
し
て
二
年
者
総
巡
す
る 

ま
一

で
の
問
に
、
販
売
し
、
貸
与
し
、
淡
与
し

.
1は
販
売
‘
一
E

曲
周
年
殺
し
〈
は
侵
与
の
日
柏
町
で
鈴
線
し
‘
若
し
く
は
隙
一

泌
す
る
深
療
機
器
で
あ
っ
て
、
こ
の
怨
去
の
施
行
に
よ
一

り
出
陣
液
機
器
又
は
そ
の
出
闘
機
的
容
議
若
し
く
は
総
帥
棋
の
…

敏
向
田
低
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
総
務
穴
十
…

五
条
第
一
環
第
二
等
又
は
慾
八
号
に
掲
げ
る
事
滋
に
炎
…

更
が
生
じ
る
も
の
に
綴
る
こ
れ
ら
の
規
定
で
絞
め
る
率
一

凄
由
記
載
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
飾
的
例
に
よ
る
こ
と
一

が

で

意

品

"

一

務

総

}

一 

次
の
よ
う
に
綴
織
の
げ
血
液
を
変
更
し
た
の
で
、
議
時
開
法
(
相
暗
殺
工
十
七
年
法
棒
第
百
八
十
骨
}
綴
十
八
条
第
一
項
町

議
定
に
基
づ
昔
、
ル
相
官
示
す
る
，

そ
の
州
関
係
閣
稲
川
川
、
平
成
二
十
七
年
開
同
月
九
日
か
ら
二
期
盟
関
一
絞
め
柵
脱
党
に
批
川
市
る
命

年
四
月
九

b

E

平
総
二
十 

間
関
東
地
方
鍛
酬
明
防
長

月
余
問
時
組
問
的
世
同
様
機
器
町
広
品 

嶋離脱出
 

穣
類
一
般
国
滋

路

線

名

十

九

崎

市

道
路
の
思
議

mw

m
m
w
終
止
に
到
す
る
経
過
一
ハ
門ω

第
六
品
開
拙
刑
務
滋
逗
療
機
岨
舶
に
つ
い
て
は
、
施
行
丹
か
ち
…
同

mw

相
臨
算
し
て
六
月
を
る
通
過
す
る
日
ま
で
の
悶
〈
判
明
答
滋
財
閥
…

鋭
機
械
製
造
震
売
業
訓
告
が
議
議
雌
期
間
内
に
附
則
筋
二
条
…

第
二
唄
の
承
認
の
棺
拘
酬
を
し
た
議
合
又
は
外
側
斜
刑
制
緩
…

者
が
当
該
期
間
内
に
開
条
第
二
衰
の
承
総
の
附
絡
を
し
一

た
沼
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
障
市
刊
に
家
間
師 

務
混
同
の
処
一

分
が
事
つ
免
と
曹
は
当
該
処
分
的
あ
っ
た
丹
ま
で
の
一

問
、
器
級
湘
用
絡
を
経
過
し
た
と
告
は
こ
れ
も
母
申
誘
紅
一

つ
い
て
議
銘
文
捻
承
認
時
限
郡
山
治
的
処
分
が
あ
る
ま
で
母
一

僚
は
、
楼
第
六
十
八
条
の
相
服
従
は
、
適
用
し
な
い
砂
…

線
漏
総

m 長
野
用
問
家
殺
際
部
艦
艇
村
田
八
一
一
挙
…
か
志
向
村
四
八
一
散

出

番

一

絡

先

輩

で

後

長
野
県
東
物
品
添
総
会
坂
村
四
八
…
隅
品
輸
一
滋
売
か
も
聞
け
付
加
納
削

八

“

期

総

一

一

機

先

ま

で

後

O 同
関
節
縦
覧
穣
一
品
開
間
関
東
刊
し
ガ
滋
術
同
及
び
河
馬 
義
務
総
噛
械
事
務
-
附

関
織
地
方
融
昌
信
罵
告
示
晴
樹
二
世
府
五
十
一
号

i

メ
;
ト
企
庁

キ
2
メ
ー
ト
ル

一
品
目
白
一
瞬
八
。
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五

0
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三
ニ
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六
七 
5
六
五
・
九
九

L

t

γ
O

一
七
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λ
六 

一一八

次
め
よ
う
に
道
路
の
隊
犠
者
一
淡
一
見
し
た
の
で
、
滋
肱
附
仲
部
門
閥
昭
和
柑
二
十
じ
年
法
線
鱗
百
八
十
号
叫
第
十
八
勲
議
一
墳
の

そ
母
嗣
関
係
閣
聞
は
、
平
成
二
十
七
年
慾
尭
九
割
か
ら
叩
一
週
間
一
般
の
縦
断
品
川
弘
後
事
る
.

平

成

二

十

七

縁

組

月

九

日

開

聞

東

地

方

控

嫡

潟

滋

〈
踊
削
叩
酬
に
関
す
る
緩
滋
後
期
満 

一
出
版
定
に
基
づ
き
、
告
目
指
す
る 
a

端
端
七
条
こ
の
告
示
的
地
刷
行
制
別
に
し
た
行
為
に
対
す
る
約
一

出
糊
母
遜
田
市
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
隷
号
制
問
に
よ
る
@ 

:t 
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滅
的
弱

M
川

六

円

融

附

)

〈
削
出
る
)

医
薬
綴
療
機
総
等
の
口
剛
脚
氏
、
有
効
及
び
安
全
性
の
伸
機
係
ル
地
帯
に
燃
す
る
総
体
杯
第
一
一
条
第
五
哨
明
か
ら
第
七
竣
畿
で
の
規
定
に
よ

り
幾
林
水
藤
大
阪
が
指
定
す
る
潟
度
管
線
医
療
機
器
、
管
疎
医
療
機
務
及
び
一
般
医
療
機
器
〈
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
農

林

水

産

省

告

示

第

一

一

千

二

百

七

号

〉

の

一

部

改

正

新

旧

対

照

条

文

〈
務
綾
部
分
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正
部
分
)

一ニ

附
凶
例
制
問
機
州
側
斜
線

別

淡

第

二

:

が
ん
の
う
ち
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出
榊
軌
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総
び
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舟
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吸
設
及
び
ガ
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制
収
か
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碑
糊
)
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の
額
制
4
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|

閉
鎖
循
環
式

「
第
一
号
に

l

別

表

滋

ニ

ー

一
成
酷
昨
総
数
、
ひ
に
出
時
跡
酔
間
川
呼
吸
繋
及
び
ガ
ス
殴
絞
か
ん

二一一一岡
銅
剣
同
調

丘
陵
擦
問
問
エ
ッ
ク
ス
線
仙
波
燈
及
び
医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
叫
目
指

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

〔
新
設
}

け
・
刻
(
帥
時
}

3

槻
繍
側
勝
綿
糸

川
町
総
滅
綴
将
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叶
叶
バ
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科
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刈
機
関
制
倒
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診
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問
問
ヱ
ヴ
ク
ス
線
北
訳
出
品
次

に
掲
�
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も
の

L
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制
的
中
裁
第

J
i

叶
斗
村
誠
緩
緩
吋
刻
料
ベ
別
利
剣
斗
対
コ
割
バ
射
針
例
記
で
と
お
+
る
も
の
を
附

岡
側
帯
報
ベ
料
剥
矧
�
 
J

d
ヨ
司
副
吋
捌
叶
引
制
例
制
麟
寸
守

五
医
療
関
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
及
び
医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
鐙
湾
ヱ
ヴ
ク
ス
線
管

開
用
エ
ッ
ク
ス
線
管

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

H
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ヰ
斗
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科
鰯
封
封
判
制
刈
叫
判
刈
刻
刻
縦
割
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問
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制
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〈
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〉

〈
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内
帥
臓
機
能
検
後
期
総
兵
の
う
ち
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掲
げ
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1
1
3

{
抑
制
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〉

{
脳
部
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〉

〈
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問
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剰
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側
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制
問
る
)

〈
制
問
る
)

〈
制
問
る
〉

(
制
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る
〉

〈
絞
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〉
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〈
帥
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〉

ゴ
榔
鰍
胤
又
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輸
政
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鈴
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倒
引
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1
紛
糾
縦
剰
刺
州

側
関
開
臨
終
問
的
役
入
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の
う
ち
、
次
同
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開
る
も
の

ー

〈

路
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吋
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桝
訓
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(
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削
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削
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地
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診
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問
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問
刷
割
問
共
の
う
ち
、

ー
〈
附
附
)

川
利
関
刈
剣
劇
刻
綴
斜
滅
寸
附
岡
市
内
刈
瑚
附
刷
ー
劇
物
ー
劇
中
淑

引
川
剣
劇
斜
側
斜
縦
制
概

4

〈
防
〉

日
叶
剥
州
側
斜
剰
刺
棋

削
町
劇
剖
叫
剣
禰
総
額
縦
縦
醐
削

引
〈
〉
川
川
〈
融
町
)

ロ
そ
の
他
の
理
学
診
療
田
市
器
具

対

(

路

)

村
内
臓
機
能
検
査
制
用
制
膏
異
の
う
ち
、

川
町
制
刻
刻 〈

耐

棚

}


川
川
斜
謝
料
対
ベ
叶
叫
的


6

パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
�
 タ


7

そ
の
他
の
品
問
機

姑
悦
食
用
問
開
制
  

叶
寸

刊ココ� l
i
3

次
に
掲
げ
る
も
の

次
に
鋳
げ
る
も
の

パ
M

A
句qU4

叶
対
�
 
1

(

絡
)

制
パ
刈
縫
合
糸
の
う
ち
、
�
 2
に
閣
�
 uる
も
の
�
 

U
H

災
計
メ
バ
対
斜
鎖
倒
川
刑
�
 次

に
欄
間
げ
る
も
の

1
4

n
Lqυ 。作

什
刻

刊
附

刊
判つω2

山
畑
刊
雑
陥
概
念
糸

引
内
刻
刻
減
税
縦
税
制
餅
州
制

4


そ
の
め
吸
収
品
市
機
九
円
糸
�
 

-2-



叶

刈

帥

蹴

稲

川

間

�

 

聞
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の

(
測
る
〉

I
1
3

〈

附

附

)

{
削
出
る
)

ゴ
ザ
概
謝
刷
矧
削
州

m
n

次
に
欄
仰
げ
る
も
の

医
療
用
ヱ
サ
e

ク
ス
線
装
置
問
川
叩
ム
ッ
ク
ス
線
管

次
に
補
問
、
�
 
U

る
も
の

酬
明
査
用
附
州
�
 
α 

別
表
第
三

一i
m四

二
十
整
形
闘
訓
悶
耐
の
う
ち
、

バ
荊
オ
刈
創
制

2

3

4

(

路
〉

斗
吋
�
 
側
鎖
新
餅
刈
酬
明
奥

J
l

{
新
設
}

円

附

附

〉

{
新
設
}

[
新
絞
〕

ー
叶
寸

次
に
掲
げ
る
も
の
�
 

[
新
役
}

〉

〈

榊

開

�

 

γ

及
び
海
刺
針
の
う
ち

〈
略
�
 V 

一司� 1
4
川
五

注

射

�

 

1

{

絡
)

門
紛
糾
蹴
〕

2


〈

蹴

帽

〉

{
新
設
〕

M
1

[

草

創

設

}

3

(

略
)

{
新
設
]剥け前

斗
竹
川
�
 i

門
新
蜘
胤
〕

叫
刊
ぶ
�
 叫
べ
利
一

〔

災

ま空

3
 



割


医
薬
品
注
入
器
の
う
ち
、

高
内
薬
液
注
入
管 

げ
る
も
の

(
聴
聞
)

用
車
珂
具

決
に
掲
げ
る
も
の

六
州
一
一
一
・
六
十
四
(
脱
帽
〕

ペ

刊

記

ぺ

付

対

レ

ハ 

別

対
叶
刈 
1
対
叶
刈
(
賦
叩
〉

対
州
総
合
糸
の
う
ち
、
叫

M
m

M

け
川
側
側
斜
剣

川
向
オ
引
刈
汁
刈
舛
総
総
会
糸

川
町
淵
鮒
刻
刻
オ
外
科
斜
計
例

J

l

{

附
附
〉

対
刊
ゴ
綴
形
尚
治
の
う
ち
、

1

・
2

(
帥

附

)

ん
叶
ぺ
〈
耐
時
}

ぺ
叶
斗
樹
剥
刷
斜
副
州

(
路
)

d
t

制
叶廿

サ 門
新
設
】 

次

[
新
設
}

八
十
三

4-



C号IJ李氏ム

平成  27年 4月 9日 木時望日 1言 事設 第 6510号 五2

。
直
属
品
仲
泳
綴
竃 
A
W
第
一
一
一
十
九
時
，

箆
世
知
お
‘
綾
議
機
器
輸
曹
の
ロ
師
自
民
、
有
効
妓
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
間
関
す
る
法
徳
(
間
唱
和
一
ニ
÷
玄
年
法
律
第
苔
間
出
十

aJ
Z
C
A

J

五
号
)
第
八
十
三
条
第
一
墳
の
銀
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
古
れ
る
同
法
第
二
十
三
条
時
二
時
五
第
二
項
第
盛
号
{
出
向

mU7

法
第
二
十
三
条
の
ご
母
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
古
む 

及
び
第
八
十
条
第
二
市
慣
の
幾
定
に
基
づ
き
、

勤
務
溶
医
療
畿
務
ま
び
動
物
馬
体
外
診
掘
削
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
己
認
す
る
省
令
の
一
努
を
改
正
す
る

e

裳
令
を
次
母
よ
う
に
定
め
る
.E

平
成
二
十
七
年
酉
丹
九 

B

農
林
車
産
大
益
品
村
芳
玄

動
物
南
市
産
由
意
義
器
及
び
動
物
湾
体
外
診
眠
刷
用
医
譲
品
の
製
造
管
理
及
び
品
紫
管
問
唱
に
隠
す
る
省
舎
の
一
怒
号
設

m
w
L J a

玄
す
る
害
令

J
I
C
A

lO

動
物
尽
蕊
療
機
器
骨
及
び
動
物
用
体
外
診
断
滞
医
薬
品
の
劉
滋
管
現
及
び
品
質
管
理
に
探
す
る
帯
脅
門
撃
波
七
年
幾
林

E

水
護
者
令
第
開
÷
号
〉
の
一
惑
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

J
l
C
A

C
C
C

制
問
表
第
玄
号
令
吋
母
う
ち
、
次
に
掲
げ
畠
も
め
以
外
の
も
の
」
放
ぴ
に
イ
及
び
口
悲
劇
り
‘
開
門
後
第
一
一
十
号
を
次
母

よ
う
に
改
め
る

二
十
機
織
湾
総
長
持
う
ち
、
動
物
骨
身
体
内
に
繍
絞
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
っ
‘
総
際
在
れ
た
も
ぬ

締

約

C
C
C

と
の
省
令
榊
跡
、
公
織
の
諒
か
ら
絡
行
す
る
.

J

ye

。
外
務
審
務
総
鱗
…
お
二
十
一
一
符

平
成
ニ
十
七
年
三
丹
ニ
十
六 

に
マ
ニ
う
で
、
問
機
款
の
供
釘
ず
に
附
す 

次
的
保
術
的
交
換
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
品
ハ
務
総

紋
液
と
の
織
な
行
お
れ
た
.

平
成
ニ
十
七
年
間
幽
丹
九
日

外
務
大
際

作出凶

内
訳
文
}

{
括
本
醐
棚
書
協
同
}

饗
枯
聞
を
も
っ
て
務
上
い
た
し
ま
す 

本
艇
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
的
経
済
の
安
定
及
び
輔
開
発
努
力
を
鐙
遂
す
る
た

J

め
に
供
与
さ
れ
る
呂
本
認
の
借
款
に
期
間
し
て 

本
溺
政
府
の
代
表
者
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
照
品
代
表
者
と
母
擦
で


録
近
刷
到
達
し
た
次 

解
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す

g E

文
mw

ま量


1

百
九
十
五
援
五
百
万
閉
門
{
一
丸
、
玄 

豆、
 

、 

円
)
の
額
ま
で
の
円
貨
に
よ
る
世
田
敦
(
以
下
「
港


款
」
と
い
う 

が
、
こ
の
申
書
獲
の
付
表 

績
に
掲
げ
る
事
業
計
画
(
以
下
「
計
回
」 

ζ

い
え
)
を
唱
蕗
す
る
こ
と
を


目
的
と
し
て
、
毒
事
業
計
福
田
に
つ
き
こ
の
警
抽
出
申
付
表 
2
欄
に
定
め
る
間
分
に
応
じ
、
独
立
行
政
法
人
間
期
総
協
力
機


織
(
以
下
「 

」
と
い
う 

に
よ
り
、
宮
本
国
的
障
係
法
令
に
従
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
凶
政
淡
に
鈴
号


さ
れ
る
と
と
に
な
る
。


2
川
出
議
設
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
室
開
閉
談
窓
と 

と
の
閉
で
締
継
さ
れ
る
借
続
契
約
に
議
づ
い
て
飯
吉
宮


れ
る
匂
織
款
の
糸
件
及
び
肱
世
間 

醐
関
す
る
手
続
は
、
と
め
了
解
の
約
切
内
で
、
な
か
ん
ず
く
と
の
議
僚
の
村
議 
3


欄、
 

4
醐
欄
及
ぴ 

5
織
に
そ
れ
ぞ
れ
婦
げ
る
お
予
卒
、
雌
腕
刑
期
開
州
側
及
ぴ
支
出
期
間
を
日
常
む
こ
と
に
な
る
務
部
山 

絞
紙


朝
間
約
に
よ
っ
て
漆
律
事
れ
る
。


州
制
川
山
に
禍
晴
樹
此
す
る
融
同
教
契
約
は
、 

が
針
閣
の
災
行
河
蜘
臨
検
品
掛
械
に
対
す
る
配
織
を
ゆ
悶
む 

控
級
制
時
し

た
拙
視
に
偶
蹄
齢
制
さ
れ
る

附
同
と
め
事
衡
の
品
開
畿
日
糊
冊
に
潟
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
資
制
出
納
欄
仰
は
、
肉
欲
的
的
関
係
潟
絡
の
開
門
殺
を
待
て
綴
開
制
す
る

こ
と
が
で
脅
品
.

3
川
川
批
国
歌
は
‘
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
災
販
機
関
が
間
開
成
脂
溶
悼
世
間
出
め
品
開
縁
者
、
誘 
属
議
務
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
対
し
て

山口
 

父
払
で
、
計
画
的
実
施
に
必
要
な
生
涯
物
文
法
役
務
の
総
入
む
た
絡
に
副
向
者
の
間
同
で
約
叫
一
相
さ
れ
る
こ
と
め
あ

る
契
約
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
使
隔
に
侯
吉
れ
る
。
た
だ
し
、
当
滋
締
入
は
、
調
渡
適
格
闘

に
お
い
て
、
そ
れ
も
の
闘
で
生
産
古
れ
る
生
産
物
又
は
そ
れ
ち
母
国
か
ら
幾
絵
さ
れ
る
役
務
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
@

似
加
に
規
定
す
る
総
連
適
格
図
的
範
囲
は
、
持
政
府
時
開
興
策
当
局
認
で
合
意
さ
れ
る
切

州
出
借
款
叩
一
部
は
、
計
画
の
実
施
の
た
め
の
適
格
な
蕊
地
速
貨
の
帯
需
要
に
充
て
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
. 

4

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
は
、 

3
ω
に
規
定
す
る
生
窪
崎
明
文
は
役
務
が 

母
領
選
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ヲ
一
イ

シ
(
同
国
際
持
争
入
札
の
手
続
が
適
用
一
で
き
な
い
か
又
は
適
当
で
な
い
場
合
を
徐
〈
援
か
零
つ
べ
き
昆
際
践
争 
λ
札
の

手
続
を
な
か
ん
ず
く
定
め
る
。
〉
に
従
っ
て
網
議
さ
れ
る
と
と
を
確
保
す
る
.

5

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
は
、
借
款
に
基
づ
い
て
滅
入
さ
れ
る
生
獲
物
語
海
上
線
送
及
び
綴
上
保
険
に
隠
じ
、
海

遜
会
怯
及
び
海
上
保
般
会
社
町
同
町
公
正
か
つ
向
円
織
な
政
争
者
総
げ
晶
こ
と
母
あ
る
い
か
な
る
綴
綴
を
課
す
る
と
と

も
ぎ
し
控
え
る
.

川
出
に
細
同
定
す
る
生
球
物
又
は
役
務
の
供
給
は
関
還
し
て
ア
ィ
ワ
ピ
ン
共
和
相
閉
捕
に
お
い
て
そ
の
役
説
明
が
崎
市
摘
と
さ

れ
る
日
本
間
開
設
は
、
作
総
の
滋
行
の
た
め
フ
イ
日
記
ン
共
和
剛
山
へ
舟
入
路
及
び
開
門
出
掛
に
お
け
る
滞
後
に
必
獲
な
使
貨

を
与
え
も
れ
る

7
川 

フ
ィ
リ
ぜ
ン
熱
利
関
政
府
は
、
向
同
ら
又
は
そ
の
相
知
的
蹄
雌
問
機
密
滋
む
て
、
次
め
も
却
を
録
制
離
す
る
。

桝
絞
殺
及
び
そ
れ
か
ら
生
ず
る
利
子
に
対
し
て
又
は
そ
れ
も
に
機
怒
し
、 

九
対
し
て
フ
ィ
ワ
ゼ
ン
共

創
刊
附
闘
に
お
い
て
線
吉
れ
る
会
て
の
財
政
線
機
会
及
び
絞
殺

紛
糾
削
糊
酬
の
由
民
綴
に
必
綴
な
自
況
の
淡
材
及
び
殺
崩
鵬
の
輸
入
糸
口
制
作
品
開
山
崩 

醐
桝
し
、
供
給
品
物
線
魚
減
税
又
は
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
櫛
励
す
る
日
本
閣
の
品
開
設
に
対
し
て
フ
ィ
ザ
ど
ン
共
和
料
開
闘
に
お
い
て
線
窓
れ
る
全
て
の

総
税
政
び
務
総
の
紡
政
線
微
動

川
判
断
一
縮
め
泌
総
に
必
裂
な
役
続
物
又
は
役
務
の
供
給
の
た
め
に
災
地
縮
詣
れ
る
支
払
及
び
議
総
供
給
か

ιぷ
中
ず
る

臨
州
側
吋
に
間
関
し
、
供
給
者
、
繍
魚
難
者
又
は
コ
ン
す
ん
タ
ン
ト
と
し
て
誼
拍
数
す
る 

車
問
闘
の
品
開
妊
に
対
し
て
フ
イ

ワ
ピ
ン
共
和
閉
山
に
お
い
て
慨
さ
れ
品
全
て
の
財
政
線
徴
金
及
び
級
殺

川
料
計
践
的
実
施
の
た
め
に
供
給
者
、
続
商
業
者
又
は
コ
〉
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
総
数
す
る
笹
本
関
の
会
社
か
品

議
制
押
す
る
幅
制
人
所
持
に
闘
し
、
計
闘
の
潔
施
に
従
事
1
る
詰
本
閉
由
民
で
事
る
後
間
用
者 

対
し
て
フ
ィ
ワ
ピ
ン
共

和
隠
に
お
い
て
課
古
れ
る
全
て
の
財
政
課
徴
金
及
び
強
税

級
品
剖
認
の
租
税
負
担
に
関
連
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
問
政
府
又
は
そ
の
実
認
後
臨
時
法
、
誌
記
の
酔
開
設
課
徴
金
‘

醐
閣
酬
明
、
租
税
及
び
そ
の
他
問
機
の
課
徴
金
の
精
算
又
は
支
払
に
実
任
を
持
つ
.

フ
ィ
リ
ツ
ピ
ン
共
和
国
政
府
は
、
次
の
こ
と
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る

ω
円
借
款
が
適
正
に
か
つ
専
ら
計
画
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
薙
出
棺
す
る
と
と
珍


州
地
担
款
に
基
づ
〈
施
設
の
建
設
及
び
当
該
施
設
の
使
用
に
当
た
君
、
計
惑
の
実
絡
に
従
事
す
る
者
及
ひ
フ
ィ
リ
ピ


ン
共
和
密
由
一
般
公
衆
の
安
全
在
確
保
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
砂


S S

3

H
M

川
内
鋒
款
に
基
づ
い
て
建
設
さ
れ
る
施
設
が
こ
の
了
解
に
定
め
る
自
治
の
た
め
に
逮
蕊
に
か
つ
致
協
端
的
に
総
持
吉

M
W

れ
、
及
び
伎
一
熊
さ
れ
る
こ
と
を
篠
保
す
る
と
と
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組
26r時安第 6414号

平成  27年 4月 9日

公益社毘法人 日本動物用夜薬品協会滋家f議選立

一般社毘法人 全感動物薬品器材協会滋挙後燦

一般社毘法人 日本@i像夜療システム工芸業会会幾 殿

一般社団法人 日本分析機器工業会会長鮫

一般社罰法人 B;zド寝床検変築協会会長 殿 

藤本本71<濠舎を泌護者・安会均長

医薬品、医療機器等の品質、有効性主主び安会性の篠保考察に関する法律第 2

条第 5項から第 7:緩までの規定により幾林水媛大阪が指定する高度d賢明医

療機器、管理医療機器及び一般|窓燦機器の一部改正母撃について

このことについて、別添のとおり各都道府県知務総て通知し決したので、御了知い

ただくとともに、葉会会員への周知に御配嫌いただ、若宮ますようお願いし京す。


